
項　　目

構　成 様　式 作成要領及び特記事項

技術提案書（鑑） 様式第１号 【作成要領】
① 様式には必要事項を記入し、押印すること。
② 提出部数は、１部とする。
③ 参加資格がある地区に〇をすること。（複数選択可）

【特記事項】
・ 押印がない技術提案書を提出した者は、不合格とする。

様式第２号 【作成要領】
① (1)～(4)の項目ごとに考え方を記入すること。
② 文字数や枚数に制限はないが、簡潔に記入すること。
③ 提出部数は、12部とする。

【特記事項】
・ 契約の目的及び趣旨を理解しているか確認するための資料にもなるので、しっかりと

記入すること。
・ 会社が特定できないように会社名は記載しないこと。

安全衛生管理 様式第３号 【作成要領】
　（衛生管理体制） ① 給食における現行の衛生管理体制について記入すること。

② 提出部数は、12部とする。

【特記事項】
・ 現に給食を提供している施設における、衛生管理マニュアルを添付すること。
・ 調理従事者の健康管理体制や、健康状態の把握のための手立てがわかる資料を添

付すること。
・ 学校給食衛生管理基準を遵守するための、現行体制がどのようになっているかがわ

かる資料を添付すること。
・ 会社が特定できないように会社名は記載しないこと。

安全衛生管理 様式第４号 【作成要領】
　（危機管理体制） ① 調理事故や異物混入などに対する、現行の防止対策について記入すること。

② 製造物賠償責任保険等について、その加入状況を記入すること。
③ 食物アレルギーへの対応に対する考え方を記入すること。
④ 提出部数は、12部とする。

【特記事項】
・ 現行の事故等発生時の対応の体制等がわかる資料を添付すること。
・ 現行の「ヒヤリ・ハット集」（対応及び改善策が記載されたもの）を添付すること。
・ 食物アレルギーに関する、現行の対応状況がわかる資料を添付すること。
・ 製造物賠償責任保険等の保険証券の写しなど、加入グレードのわかる資料を添付す

ること。
・ 令和5年４月１日～令和8年３月31日における事故の発生状況と、その際の対応状況

がわかる資料を添付すること。
・ 会社が特定できないように会社名は記載しないこと。

留　意　事　項

学校給食提供の
姿勢
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業務運営体制 様式第５号 【作成要領】
　（運営体制） 様式第６号 ① ３年間の仕様に対応した、業者の体制整備について記入すること。

② 様式第６号については、過去５年間における該当職員数を記入すること。
③ 提出部数は、12部とする。

【特記事項】
・ 調理従事者の継続雇用を図るための取り組み内容がわかる資料を添付すること。
・ 会社が特定できないように会社名は記載しないこと。

業務運営体制 様式第７号 【作成要領】
　（職員研修体制） ① 職員研修について、現行の体制について記入すること。

② 提出部数は、12部とする。

【特記事項】
・ 令和７年度研修実施計画、実施状況、実施後の評価に係る資料を添付すること。
・ また、研修において使用した資料も添付すること。
・ 現場で行うＯＪＴなどの研修実績があれば、併せて添付すること。
・ 会社が特定できないように会社名は記載しないこと。

様式第８号 【作成要領】
① 令和３年４月１日～令和８年３月31日までに、業務が完了したものを記入すること。
② 発注機関が官公署又はこれに準ずる公共的団体のものを記入すること。
③ 提出部数は、12部とする。

【特記事項】
・ 契約書の写し及び業務について実績を証明する書類を添付すること。
※ 実績を証明する書類：履行証明書、委託業務完了確認書等の写し、県公金支出情報

　　　　　　　　　　　　　 公開システムの該当契約の契約期間全ての支出情報の写し等

様式第９号 【作成要領】
① 令和３年４月１日～令和８年３月31日までに、業務が完了したものを記入すること。

（その他の大量調
理業務に係る実

② 発注機関が官公署又はこれに準ずる公共的団体のものを記入すること。

③ 提出部数は、12部とする。

【特記事項】
・ 契約書の写し及び業務について実績を証明する書類を添付すること。
※ 実績を証明する書類：履行証明書、委託業務完了確認書等の写し、県公金支出情報

　　　　　　　　　　　　　 公開システムの該当契約の契約期間全ての支出情報の写し等

事業実施主体の
適格性
（学校給食調理業
務に係る実績）

事業実施主体の
適格性
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